
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

の表面の少なくとも一部区域に 光学回折
効果を有する 立体構造 設けられた 少なくとも一つの透
明被覆ラッカー 、 少なくとも 立体構造 領域に存在する反射 を有して
なる装飾層構造 、

透明被覆ラッカー 表面と 反射 の間 に
、 立体構造体 を満たすと共にその層厚が少なくとも 立体構造 深さ（
ｄ）に相応する装飾ラッカー 有し、該装飾ラッカー層 透明被覆ラッカ
ー層 折率 の差が 0.8より小さ とを特徴とする装飾層構造。
【請求項２】

装飾ラッカー 透明ラッカーからなることを特徴とする請求 記載の装飾層構造
。
【請求項３】

装飾ラッカー 顔料を含むラッカーからなることを特徴とする請求 記載の装飾
層構造。
【請求項４】

反射 、真空蒸着により施された金属層であることを特徴とする請求 から
いずれか１項記載の装飾層構造。
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支持フィルムに剥離可能に積層される装飾層構造であって、
(i)該支持フィルムに積層される側から遠い方 、

陥没部および隆起部を備えた 体が 、
層と (ii) 前記 体の 層と
において

前記 層の前記立体構造体を有する 前記 層と の一部区域
前記 の陥没部 前記 体の

層を の屈折率と前記
の屈 と いこ

前記 層が 項１

前記 層が 項１

前記 層が 項１ ３の



【請求項５】
反射 、屈折率２以上の誘電性物質からなることを特徴とする請求 から い

ずれか１項記載の装飾層構造。
【請求項６】
請求 から いずれか１項記載の装飾層構造の

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は 装飾層構造に関し、この装飾層 は、少
なくとも一つの透明被覆ラッカー層であって、 の
表面の少なくとも一部に光学回折効果を有する立体構造体が存在する透明被覆ラッカー層
と、少なくとも立体構造体の領域に存在する反射層とを含む。さらに本発明は、このよう
な装飾層構造 に関する。
【０００２】
上述したような装飾層構造あるいは構成は、たとえば、銀行券、クレジットカード、ＩＤ
カードあるいは切符などの有価発行物の防犯要素等として幅広く使用されている。ここで
、「光学回折効果を有する立体構造体」とは、入射光の回折または屈折によりきわめて特
殊な効果を生じる構造を意味している。そのような光学回折効果を有する構造としてはた
とえば、ホログラム、コンピュータにより作られる回折構造、干渉層あるいは回折格子な
どがある。
【０００３】
ドイツ特許 DE 41 30 896 A1は、本明細書の冒頭部分に記載した種類の複合層構造を開示
しており、その中では、屈折率Ｎ＝ 2.5の誘電体を反射層として用いている。既知の複合
層構造においては、光学回折効果を有する構造体の両側に隣接しているラッカー層は、各
々の表面の全体を覆っている。
【０００４】
ドイツ特許公開公報（ DE-OS）第 23 52 366号は、光学回折効果を有する立体構造体が一部
区域に存在するＩＤカードを開示している。この構成においては、実質的に同一の屈折率
を有する二つの層が、部分的に層物質を囲んでおり、この層物質の屈折率は囲んでいる二
つの層のそれとは異なる。光学回折効果を有する立体構造体は一つの層の限られた領域に
のみ存在し、その領域の物質は異なる屈折率を有している。
【０００５】
一般に、光学回折効果を有するそのような構造体は、保護すべき書類に配置するに当たっ
て、その限られた領域のみを覆うようにする。通常、適切な形状の箔押し部材あるいは押
抜き部材を使用して、限られた領域のみに存在する光学回折構造体を有する装飾層構造を
作る。光学回折効果を有する構造に追加して、特殊なプリントなどの他の防犯要素を設け
る場合には、プリントなどの他の防犯要素に対して、光学回折効果を有する構造体を製造
するための箔押し部材あるいは押抜き部材を相互に正確に整合させなければならないとい
う問題が生じてくる。従って、従来は、種々の防犯要素相互の見当合せが比較的かなりの
程度不正確であることをしんぼうしなければならないか、またはゆっくりとした作業速度
にもかかわらず、生産工程中に比較的大量のロスを生じるかのどちらかであった。
【０００６】
そこで本発明の目的は、この点に関する改善策を提起することであり、また、上述した種
類の光学回折効果を発揮する構造体が装飾層構造の一部区域にのみ存在するようにしなが
ら、特殊なプリント等の追加の防犯要素を非常に正確にある程度の高生産速度で付与する
ことができ、あるいは光学回折効果を発揮する一部区域にのみ存在する構造体を少なくと
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前記 層が 項１ ３の

項１ ５の 反射層のある側に接着剤層が形成され
てなる転写層集合体の、前記接着剤層のある側とは反対側に、前記転写層集合体から剥離
することができる支持フィルムが積層されてなる押箔において、該押箔を前記接着剤層を
介して基材に固定して前記装飾層構造を前記基材に転写しかつ前記支持フィルムを剥離し
た後に、前記透明被覆ラッカー層が、前記装飾層構造が転写された前記基材の表面を構成
する保護ラッカー層として機能することを特徴とする押箔

支持フィルムに剥離可能に積層される 構造
支持フィルムに積層される側から遠い方

を用いた押箔



も非常に正確な位置に設けることができる可能性を提示することである。
【０００７】
本発明にしたがってこれらの目的を達成するために、上述した種類の装飾層構造を設計す
るに当たり、被覆ラッカー層の表面（この表面に光学回折効果を有する

立体構造体が存在する）と反射層との間の一部区域に存在するように別の装飾
ラッカー層を設け、これが立体構造体 を満たし、その層厚が少なくとも立体構造
体の厚さに相応し、かつ、その 透明被覆ラッカーの屈折率との
差が 0.8未満であ うにする。
【０００８】
上述の装飾層構造の構成からわかるように、本発明においては、光学回折効果を発揮する
立体構造体の正確な位置決めを、立体構造体を型押しする工程中に行う必要がない。それ
どころか、本発明に従う構成においては、光学回折効果を有する立体構造体が、被覆ラッ
カー層の、立体構造体が存在すべき区域よりも広い表面領域に導入される。にもかかわら
ず、装飾層構造を見る人には、立体構造体が所望される領域に正確に存在しているかのよ
うな印象を与える。これは、立体構造体の陥没部と隆起部が、該構造体が所望されている
領域外で装飾ラッカー層により平準化されているためであり、この場合、見る方の側から
、反射層は、一方では立体構造体 を満たす装飾ラッカー層の後ろ側に存在し、他
方、追加の装飾ラッカー層がない領域では立体構造体のすぐ後ろに存在することとなる。
従って、本発明に従う装飾層構造の場合には、立体構造体の正確な位置決めは、箔押し部
材や押抜き部材などを用いて正確に揃えることによってではなく、反射金属層を施す前に
立体構造体 を満たす追加の装飾層を設けることによって得られる。追加の装飾ラ
ッカー層は、ここではたとえばプリント工程などにより製造することができ、そのため、
比較的容易に正確に揃えることができる。装飾ラッカー層を施す操作に続いて金属による
被覆操作を行うとしても、そして、それはさらにプリント工程を行った後であっても、通
常、正確に揃えることに対して特に困難は生じない。
【０００９】
それ故、本発明の手法に従えば、光学回折効果を発揮する 立
体構造体を一部区域にのみ備えた装飾層構造を比較的容易に製造することができ、しかも
、最も簡単なやり方では、まず最初に、立体構造体を部分的に設けるべき被覆ラッカー層
の全表面に光学回折効果を有する立体構造体を設けるようにして製造可能であり、これは
たとえば、適切な型出しローラーなどを用いることにより非常に容易に行うことができる
。次に、第二の作業工程において、適切な装飾ラッカー層を施して立体構造体の一部領域

を満たす。このとき、透明被覆ラッカー の屈折率と装飾ラッカー層の基本物質
の屈折率との差

がわずかであることによって被覆ラッカー層と装飾ラッカー層との界面が、普通の状況
では目に見えなくなる。ここで、装飾ラッカー層の「基本組成」あるいは「基本物質」と
は、顔料および充填剤を含まないラッカー自体を意味する。
【００１０】
通常、装飾ラッカー層は被覆ラッカー層のように透明ラッカーからなっており、その点で
は、それらの透明ラッカーは、たとえばアルミニウムの反射層を用いた場合に金色に見せ
るために着色されていてもよいことは明らかであろう。
【００１１】
しかし、特別な使用状況においては、顔料で着色された層により形成された装飾ラッカー
層を使用することも可能である。しかし、装飾ラッカー層に顔料が存在していても、もし
基本組成が適切な屈折率を有している場合には、被覆ラッカー層と装飾ラッカー層との間
の界面は見ることができない。しかしながら、たとえば顔料で着色された装飾ラッカー層
を使用する場合には、さらに特別な効果を期待することができる。というのは、そのよう
な場合には、実際、装飾ラッカー層の片方側（使用時には見る人から反対側）に存在する
反射層は見えないからである。
【００１２】
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陥没部および隆起
部を備えた

の陥没部
装飾ラッカー層の屈折率と
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の陥没部

の陥没部

陥没部および隆起部を備えた

の陥没部 層
（つまり、透明被覆ラッカー層の屈折率と装飾ラッカー層の屈折率との差

）



アルミニウムやクロムなどを真空蒸着により施した金属層を反射層として使用することが
望ましく、これは既知の方法である。そのほか、屈折率が少なくとも２の誘電性物質を反
射層として使用することもできる。
【００１３】
上述したように、本発明に従う装飾層構造は非常に幅広い分野での使用に供することがで
きる。しかしながら、特に有用な用途は、押箔、特に熱押箔の転写層集合体の構成要素と
してであり、ここで該押箔、特に熱押箔は、支持フィルムおよび転写層集合体からなって
おり、該転写層集合体は接着剤層を介して基材に固定され、かつ、支持フィルムから剥離
することができ、このような場合は、被覆ラッカー層が 装飾 された基材

面を 成する保護ラッカー層として機能する。そのような種類の熱押箔の個々の層は、
通常の方法により形成することができ、たとえば、磁性層などを用いた既知の組合せを使
用することも可能である。たとえば装飾ラッカー層を磁化性ラッカーによって形成した場
合には、金属処理を行うことにより装飾ラッカー層から磁性層が剥離しないという利点が
加えられ、その結果、磁性層の磁化、および磁性層に記録されている情報の読み出し操作
のいづれもがより簡単になる。
【００１４】
本発明のその他の特徴、詳細および利点について、以下に示す本発明に従う装飾層構造を
有する熱押箔の説明に沿い、その一部の切断面を模式的に示した図面を参照しながら明ら
かにする。図示した態様の層厚の関係は必ずしも正確ではない。
【００１５】
図に示す熱押箔は既知のものと同様に支持フィルム１を有する。支持フィルム１上には、
ワックスなどからなる剥離層２を介して、全体として参照番号３で示されている転写層集
合体がある。
【００１６】
支持フィルム１に近い方から、転写層集合体３には透明被覆ラッカー層４があり、これは
、支持フィルム１から遠い方の表面の少なくとも一部区域に立体構造体５を有する。立体
構造体５は、例えば回折、屈折等によって光学回折効果を発揮するような形状と寸法を有
している。たとえば、立体構造体５は、ホログラム、あるいはコンピュータにより作られ
る回折構造であり、また、回折格子であってもよい。
【００１７】
立体構造体５は、通常、支持フィルム１に施される被覆ラッカー層４に型押ししてつくら
れ、このため、被覆ラッカー層４は、立体構造体５を型押しする際には完全に硬化してい
ない架橋ラッカーまたは熱可塑性ラッカーである。
【００１８】
図面からはっきりわかるように、立体構造体５を有する被覆ラッカー層４の表面は、所々
装飾ラッカー層６により覆われており、この装飾ラッカー層６は、少なくとも立体構造体
５の陥没部を完全に満たすような厚さを有している。すなわち、装飾ラッカー層６は、少
なくとも立体構造体５の最大の深さに対応する厚さでなければならない。
【００１９】
被覆ラッカー層４の、支持フィルム１からは遠い方の表面に、反射金属層７を真空蒸着な
どにより施すが、この表面は、一部が立体構造体５により、また一部が装飾ラッカー層６
により形成されている。
【００２０】
次に、金属層７に隣接して結合層８があり、接着剤層９を確実に結合する。接着剤層９は
、転写層集合体３を基材上に固定する働きをする。転写層集合体３を基材上に配置した後
、支持フィルム１を既知の方法によりはがす。これは、熱押箔を使用すると容易に行える
が、これは、適切な熱の効果により剥離層２が軟化するためである。接着剤層９は通常、
熱活性化性の層であり、これも、転写の際に使用する熱により転写操作中のみ接着性とな
る。
【００２１】
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被覆ラッカー層４は透明ラッカー層であるため、転写層集合体３を接着剤層９を介して基
材上に配置した後は、被覆ラッカー層４を通して立体構造体５を見ることができる。特別
な視覚効果を与えるために被覆ラッカー層を着色してもよい。
【００２２】
装飾ラッカー層６は、少なくともその基本物質に関して被覆ラッカー層４と適合している
ことが重要である。事実、装飾ラッカー層６を設ける意図は、被覆ラッカー層４と、立体
構造体５を有する装飾ラッカー層６との界面を、支持フィルム１側から被覆ラッカー層４
を介しては見ることができない、あるいはほとんど見ることができないようにすることで
ある。このことは、被覆ラッカー層４の屈折率と装飾ラッカー層６のそれとの差が 0.8よ
り小さいときに確実になる。
【００２３】
既に述べたように、装飾ラッカー層６の基本物質が屈折率において被覆ラッカー層４に実
質的に相応していれば充分である。しかし、装飾ラッカー層６は顔料で着色されていても
よく、それによって、装飾層構造あるいは転写層集合体３の中で、装飾ラッカー層６を有
する領域を、立体構造体５のみを有する領域に対して異なる色に着色することができ、か
くして、装飾ラッカー６により被覆された領域がはっきりと可視化される。
【００２４】
図示する実施態様による熱押箔の製造は、押箔の製造から既知である方法を用いることに
より実施でき、たとえば、ドイツ特許 DE 34 22 910 C1を参照のこと。
【００２５】
図示した実施態様においては、たとえば、以下のような層を用いることができる：
支持フィルム１は、たとえば、厚さ 19～ 23μｍのポリエステル箔であり、ここに、被覆ラ
ッカー層４および装飾ラッカー層６を凹版印刷ローラーを用いて施すことができる。被覆
ラッカー層４と装飾ラッカー層６を施す間に、支持フィルム１から遠い方の被覆ラッカー
層４の表面に、たとえば適切な型押しローラーを用いて型押しすることにより立体構造体
５を形成することができる。
【００２６】
一般に、被覆ラッカー層４は厚さ 0.3から 1.2μｍであり、たとえば、以下の組成を有して
いる：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金属層７は真空蒸着により施し、たとえば、アルミニウム、クロム、銅、スズ、銀もしく
は金またはそれらの合金からなるものであってもよい。通常、厚さは 0.01～ 0.04μｍであ
る。
【００２７】
しかしながら、金属層の代わりに、屈折率が少なくとも２の誘電性物質を反射層として使
用することも可能である。
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【００２８】
たとえば、次のような材料を誘電性物質として使用することができる：
ゲルマニウムウムおよびインジウムなどの化学元素、
または、酸化ケイ素（ SiO）、五酸化二タンタル（ Ta2 O5）、二酸化チタン（ TiO2）、三酸
化チタン（ Ti2 O3）、二酸化セレン（ CeO2）、二酸化ハフニウム（ HfO2）および二酸化ケ
イ素（ SiO2）などの酸化物、
または、フッ化マグネシウム、硫化亜鉛などの塩。
【００２９】
結合層８は、通常、厚さ 0.2～ 0.7μｍであり、もし結合層８の厚さがそれほど大きくない
場合には、図面に示しているように、接着剤層９に対する境界面構造が形成される。
【００３０】
結合層８は、たとえば以下のような組成である：
　
　
　
　
　
　
層９の接着剤は、たとえば被覆ラッカー層４の厚さにほぼ相応した厚さに施す。接着剤層
９は、たとえば既知の熱接着剤層であってもよい。しかしながら、必ずしも常に接着剤層
を施す必要はない。接着剤層の必要性は、押箔を形成すべき基材の組成による。たとえば
、基材が PVCを含む場合（これはクレジットカードなどによく用いられる）、通常、特別
な熱接着剤層は省略することができる。このときに必要なのは、単に、適当な接着特性を
有する適切な厚さの結合層８を使用することである。
【００３１】
層構造は、必ずしも図示した実施態様に沿うものでなくてもよい。たとえば、装飾ラッカ
ー層６はいろいろな着色ラッカーを用いて与えられたパターンを形成するものから構成さ
れていてもよく、また、装飾ラッカー層６として磁性ラッカー層を使用してもよい。特に
磁性顔料を使用する場合には、少なくとも一部区域に追加の層を設ける必要が生じる場合
もある。
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